
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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市立小高病院で、「遠隔診療（オンライン診療）」

開始式がありました。

１３ページをご覧ください。

緊急募集!!

●NEXCO東日本



被災自治体News

5月18日(木)、市立小高病院で「遠隔診療（オンライン診療）」開始式がありました。

昨年7月12日に避難指示が解除されたことによって2,150人以上の帰還者が生活している小

高区ですが、高齢化率が50％を超えており、どのように医療の充実を図るかが課題となってい

ました。

© City of Minamisoma

浜通り×さんじょうライフvol.3092

18５ 木

南相馬で行われる遠隔診療は、看護師が患者さんの自宅に

伺って行われるもので、パソコンやスマートフォンなどを持

っていない方も受診することができます。

利用は慢性疾患の方などに限られますが、これまで車を運

転することができないなどの理由から病院まで行けなかった

高齢の患者さんも診療を受けることが可能となりました。

実施にあたり、メドレーはオンライン診療アプリ「CLINICS（クリニクス）」を、

KDDIは看護師が利用するタブレット端末をそれぞれ提供し、安定したオンライン診

療の導入および運用を支援します。

（※株式会社メドレーHPから）



被災自治体News

平成28年度第3回個人積算線量測定（28年10月～28年12月）結果

5月25日HP更新

(1) 測定期間 平成２８年１０月～１２月

(2) 測定者数 ５,７６６人

（内訳 乳幼児：１８３人 小学生：３５８人 中学生：１９８人 高校生：１７２人 一 般：４,８５５人）

実施結果

測定期間中の個人追加被ばく線量は、平均で０.０９ミリシーベルトとこれまで同様、低い結果と

なりました。

３カ月間の積算線量を年間の追加被ばく線量に換算すると、全体の９７.０％に当たる５,５９３人

が１ミリシーベルト未満でした。

追加被ばく線量と測定者数の推移はグラフのとおり。

今回の評価

南相馬市放射線健康対策委員会を開催し、測定結果を分析・評価した結果、次のとおり評価・

助言を得ました。

（評価）

これまでの科学的知識で判断すると、昨年度の結果同様、全ての被測定者の被ばく線量は、

健康影響が心配されるレベルの値ではありませんでした。

全体に、被ばく線量は低下していますが、被ばく線量が低い市民も含めて、今しばらくガラス

バッジによる線量測定を継続していくことが必要です。

（助言）

市民全体の被ばく線量は低い数値で維持されていますが、自分自身の被ばく量を知るために

ガラスバッジによる線量測定を継続し、今後も線量の推移を見守る必要があります。

（1）全体の結果

次ページへ続きます

南相馬市からのお知らせ
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被災自治体News
（2）追加被ばく線量と測定者数の推移

問い合わせ 健康づくり課 放射線健康調査係 0244-24-5381TEL

今週の番組(60分) ※パソコン視聴

1.オープニング&今週の番組 [2分]

2.南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 セデッテかしま ２周年感謝祭 [10分]

3.万葉の里風力発電所 安全祈願祭＆協定締結式 [7分]

4.第60回福島県中学校体育大会 陸上競技大会 相双地区予選会 [15分]

5.第3回サムライフェスin南相馬 ～相馬と伊達の熱き戦い～ [7分]

6.公立准看護学院 開校式並びに入学式 [12分]

7.あそびにおいで！なの花めいろin原町区萱浜 [6分]

8.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[5/31～6/7]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.3094



被災自治体News
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国民健康保険に加入している方へ「医療費のお知らせ」を送付します

5月30日HP更新

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

浪江町からのお知らせ

「国民健康保険医療費のお知らせ」は、医療費の総額をお知らせすることにより、健康や医療に

ついて関心を持っていただくとともに、国民健康保険制度に対する理解を深めていただくために

お送りするものです。

国民健康保険に加入している方が平成２８年８月～平成２９年１月の半年間に受診した医療費

について、世帯ごとに作成し、世帯主宛にお送りします。個別にお送りすることはできませんので

ご了承ください。

医療費のお知らせは、６月上旬から順次発送する予定です。

「医療費のお知らせ」の内容

(1)受診者氏名

世帯の中で、国民健康保険に加入し、対象期間中に医療機関などを受診した方の名前を表

示します。

(2)医療機関等の名称

受診した病院や薬局名を表示します。福島県以外の医療機関は「○○都道府県医療機関」と

表示されます。

(3)受診年月

平成２８年８月～平成２９年１月の期間で受診した年月を表示します。

(4)入通区分

入院、通院、歯科、調剤などを表示します。

(5)日数

その月の受診日数（回数）を表示します。

(6)医療費の額

該当の医療機関などで１カ月にかかった医療費の総額を表示します。

保険診療以外の金額（入院時の差額ベッド代、診断書作成料など）は含みません。

(7)一部負担金額

支払った一部負担金を表示します。

※ 今回送付するお知らせは、医療費を請求するものではありません。また、通知を受け取ったこ

とによる手続きはありません。

※ 医療費の適正化を図るための事業ですので、診療内容などの問い合わせをいただいても

回答できません。

※ 確定申告の際に医療費控除を受けるための証明書として使用することはできません。



被災自治体News

居住人口などについて

5月24日HP更新

４月３０日現在の浪江町内の居住状況などは以下のとおりです。

※世帯および人口の計上根拠は次のとおり

１ 避難住民届

２ 転入届

３ 職員など

４ 社会福祉協議会訪問など

世帯・人口は １４０世帯・１９３人

（参考データ）

・平成２９年４月末現在の人口と世帯数

・平成２３年３月１１日時点の人口と世帯数

※（）内は外国人含む

18,305人人 口

6,950世帯世帯数

21,434人(21,542人)人 口

7,671世帯(7,766世帯)世帯数

問い合わせ 総務課 防災安全係 0240-34-0229TEL

復興祈念公園シンポジウムが開催されました
5月28日

福島県における復興祈念公園の検討にあたり、その基

本構想をもとに今後の地域の復興と関わりを探るため、

「公園から福島の再生を考える」をテーマにシンポジウ

ムが開催されました。

パネルディスカッションで馬場町長は、「元来浪江で

行われていた祭りなどの文化を継承する仕組みづくりの

大切さ」と「浪江町イノベーションコースト構想をもと

にした新産業による就労場所の確保がまちづくりと切り

離せない」と、今後の展望について述べました。

浜通り×さんじょうライフvol.3096



被災自治体News

平成30年度双葉町職員採用候補者試験

5月25日HP更新

双葉町からのお知らせ
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7月23日(日)第１次試験日

6月23日(金)受付期限

若干名若干名若干名若干名若干名採用予定人員

保健師幼稚園教諭建築職土木職行政職職種

昭和52年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方
※保健師資格免許所有者または平成30年4月までに取得見込み
の方

保健師
（短大卒程度試験）

昭和52年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方
※幼稚園教諭資格免許所有者または平成30年4月までに取得見
込みの方

幼稚園教諭
（短大卒程度試験）

昭和52年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方
建築職
（大学卒、短大卒・高専卒程度試験）

昭和52年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方
土木職
（大学卒、短大卒・高専卒程度試験）

昭和57年4月2日～平成8年4月1日に生まれた方
行政職
（大学卒程度試験）

○受け付けは、月曜日から金曜日の業務時間内（午前８時３０分～午後５時１５分）

○郵送による申込書提出の場合は、６月２１日（水）までの消印有効

○申込用紙は、全職種について双葉町いわき事務所総務課（２階事務室）で交付しています。

また、申込書の郵送も可能です。

※ 申込書の提出先は双葉町いわき事務所総務課となります。また、申込用紙には添付する書類

がありますので、早めに手続きをお願いします。

試験職種と採用予定人員

受験資格（学歴は問いません）

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は受験できません。

（1）日本国籍を有しない者

（2）成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。）

（3）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで

の者

（4）本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

（5）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

次ページへ続きます



被災自治体News

論文試験、口述試験、
身体検査

教養試験、専門試験、
一般性格診断検査

試験内容

9月中旬
福島大学
（福島市）

7月23日（日）
午前9時～午後4時予定

第１次試験

第2次試験日から
30日以内の日

日時・場所など詳細は、
第1次試験合格者に通知します

第２次試験

合格発表場所期日区分

試験の期日・場所・内容

受験手続および受付期間

●申込用紙の請求

(1) 申込用紙は、双葉町いわき事務所総務課で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合

には、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、１２０円切手を貼った宛先明記

の返信用封筒（角形２号）を必ず同封し、双葉町いわき事務所総務課へ郵送してください。

(2) 郡山支所および埼玉支所での用紙交付および郵便請求による申し込みはできません。

●申し込み方法

(1) 申込用紙に必要事項を記入して、履歴書（市販のものでも可能）を添えて双葉町いわき事務

所総務課へ提出してください。申込書を郵送する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と

朱書きし、８２円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号）と履歴書（市販のものでも可

能）を必ず同封してください。申込書は必ず簡易書留で郵送してください。

(2) 受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、

縦６cm×横４.５cm）１枚を写真欄に貼って受験当日必ず持参してください。

※受験票がない場合または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。

●その他

(1) 受験の際は、「HB」鉛筆と消しゴムを持参してください。これ以外の筆記用具は使用できませ

ん。また、昼食は受験者各自で用意願います。

(2) 試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れを禁止します。また家族による送迎も会場周辺

の渋滞により遅刻するおそれがあるので、公共交通機関を利用してください。

※福島大学へは、JR東北本線金谷川駅から徒歩５分です。

合格者の採用

(1) 合格者は採用候補者名簿に記載され、平成３０年４月１日以後欠員が生じた都度採用されま

す。（この採用候補者名簿の有効期間は原則として、１年間です）

(2) たとえば、平成３０年４月１日付で採用された場合、最低でも平成３０年９月３０日までの期間

は条件附職員として役場の行政事務補助員として業務に就いていただき、適性を判断した後

各課に正職員として配属になります。従って、正式採用は、平成３０年１０月１日以後になりま

す。また、この条件附採用職員の期間に役場職員としてふさわしくないと判断された場合は、

正式採用されない場合がありますのでご留意願います。

※受験者本人ならびに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための

行為をした場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採

用が取り消されます。

問い合わせ
〒974-8212 いわき市東田町2-19-4
双葉町いわき事務所総務課行政係 0246-84-5201TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3098



被災自治体News

福島特措法の改正内容などを確認【町議会】

5月24日HP更新

５月２３日（火）、富岡町役場全員協議会室において、全員協議会を開催し、復興庁から福島特

措法の改正について、環境省から平成２９年度除染解体事業についての説明を受けました。

議員から出された主な意見は以下のとおりです。

【福島特措法の改正について】（説明者：復興庁）

○ 帰還困難区域内に復興再生拠点を定める上で、国が掲げる年間被ばく線量２０ｍＳｖという基

準にこだわらず、徹底した除染によりできる限り線量の低減を図るよう努めること。

○ 富岡町外で事業を再開しようとする事業者についても、町内で事業を再開する事業者と同じ

水準の支援制度を確立すること。

【平成29年度除染解体事業について】（説明者：環境省）

○ 線量の低減のために、家主が自ら伐採した自宅周りの木や剥ぎ取った土は、環境省が責任を

持って処分する仕組みを作ること。

○ 除染や解体事業によって発生する放射性廃棄物には、十分な飛散防止対策を講じること。

○ 家屋を解体するにあたって、家主が不要であると認める庭木・庭石については、きちんと撤去

すること。すでに家屋解体が終了している場合でも、不要な庭木・庭石が残っている場合には

撤去する旨、周知すること。

問い合わせ 議会事務局 0240-22-2111 TEL

富岡町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.309 9



被災自治体News

浜街道（県道広野小高線・県道小良ケ浜野上線）の道路整備工事について

【環境省】 5月26日HP更新

TEL

大熊町中間貯蔵施設予定地内保管場への輸送に際し、浜街道を輸送ルートとして使用するた

め、安全対策としての道路整備工事を下記のとおり実施することとなりました。

工事名

平成２８年度中間貯蔵にかかる道路改良工事（大熊町）

工事箇所

富岡町小良ヶ浜地内

交通規制

１０月３１日まで

施工業者

大林道路株式会社 現場代理人 市川佳成 0240-23-6066

※ 一部の区間は片側交互通行となります。

※ 夜間作業中は、全面通行止めとなります。

※ 天候などにより上記期間が変更される場合があります。

浜通り×さんじょうライフvol.30910



被災自治体News

福島県から県外への避難状況

5月22日HP更新

問い合わせ 避難者支援課 024-523-4250、4157

福島県からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.309 11
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問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1732

5月22日

「新潟での暮らし・これからのこと」相談窓口開設のお知らせ

福島県から新潟県に避難されている皆さまへ

新潟での生活の中でのお悩みや、お困りのことをご相談ください。

福島県の情報、健康のお悩み、進学先の情報が知りたいなど、お気軽にご相談ください。

●来所相談（日中のみ）

〔実施団体〕 新潟県精神保健福祉協会（新潟県精神保健福祉センター）

〔開設する日〕 月曜日、火曜日、木曜日

〔相談に応じる時間〕 午前９時３０分～午後４時３０分

〔相談会場〕 新潟県精神保健福祉協会

（住所）新潟市中央区上所２－２－３

新潟ユニゾンプラザハート館２階

025-285-4770（直通）

025-285-5533（代表）

fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp

●電話相談（日中・夜間）

〔実施団体〕 新潟県精神保健福祉協会（新潟県精神保健福祉センター）

〔開設する日〕 （日中） 月曜日、火曜日、木曜日

（夜間） 水曜日、金曜日

〔相談に応じる時間〕 （日中） 午前９時３０分～午後４時３０分

（夜間） 午後６時～９時

〔電話番号〕 0120-783-217

※電話相談は、来所相談と同じ日時に実施する他、水曜日と金曜日は夜間も行っています。

※祝日および年末年始（12月29日～1月3日）はお休みさせていただきます。

TEL

E-mail

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.30912



磐越自動車道津川IC～会津若松IC間において、正面衝突事故防止のためのワイヤロープ設置、

路面補修、トンネル設備補修などを行うため、下記のとおり夜間通行止めを実施しています。

※土・日・祝日は原則として規制を行いません。

※天候により、規制期間・時間が変更、または中止となる場合があります。

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

交流ルームひばり通信

「畑のいちごが実をつけましたよ。もう少しで色づきます。子どもたちに採りに来ても

らってください。」と、今年も下田の渡邊さんからご連絡をいただきました。

ご厚意に感謝していちご狩りに行きませんか。

無農薬での栽培です。採れたてをいただきましょう。

日 時 ６月１１日

場 所 三条市棚鱗1443-2 渡邊野菜直売所

日

申込締切 ６月９日(金)正午
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

午前9時 現地集合

浜通り×さんじょうライフvol.309 13



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6630南相馬市 計

46

4

1

1

3

7

5

25

世帯数

105

10

5

1

6

17

8

58

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.5.31現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

６月の『ひばり』

ひばり休み

ひばり休み

版画教室

一時帰宅

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

１日

１７日１６日１５日１４日１３日１２日１１日

ひばり休み
浜通り配布

いちご狩り

いちご狩り
申込締切

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休みひばり休み

１０日９日８日７日６日５日４日

３日２日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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